
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鶴留社会保険労務士事務所 

社会保険労務士 鶴留 舞 

〒820-0067 飯塚市川津 693-47-1F 

TEL：０９４８－２８－２４４４ 

FAX：０９４８－２８－２４４８ 

鶴留社労士事務所だより 

2018年  7月号 

◆「骨太の方針」の原案 

政府は、「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」の原案をまとめました。人手不足対策として、

外国人材の受け入れを拡大するため、新たな在留資格を創設することがポイントです。政府は現在、単純労

働の分野で外国人の就労を原則として禁止していますが、医師や弁護士など高度な専門性を持った人材は積

極的に受け入れ、家族の帯同も認めています。今回の原案による新たな在留資格の対象は、人手の確保が難

しく、業種の存続・発展のために外国人材の受け入れが必要と認められる業種（農業、介護、建設、宿泊、

造船）の５分野を想定しています。 
 

◆最長で 10 年の就労が可能 

日本では約 128 万人の外国人が働いています。その内訳は、人数の多い順に、①永住者や日本人と結婚し

た人、②留学生などのアルバイト、③技能実習生、④専門性が高い医師や研究者など――です。技能実習生

は約 25 万 8,000 人で、５年前のおよそ２倍に膨らんでいます。今回の原案では、技能実習生に対する５

年の就労延長を想定した新資格の創設を明記しました。実現すれば、最長で 10 年の就労が可能になります。

政府は秋の臨時国会にも出入国管理法改正案を提出し、来年４月からの導入を目指します。さらに、骨太の

方針では、新資格を得た人が日本語や専門分野の試験に合格すれば、在留期限の上限を撤廃し、家族の帯同

も認める考えも掲げました。 
 

◆技能実習制度が骨抜きになるとの懸念も 

 

1993 年に始まった技能実習生制度は、本来、途上国への技術移転が目的でした。日本での就労期間が延び

るほど、身に付けた技術を母国で活かす機会は遠のきます。今回の案は、技能実習制度を骨抜きにする可能

性も指摘され、事実上の移民政策につながるとの懸念の声も上がっています。 
 

◆法務省「センター」で在留情報を一元管理 

政府は、法務省に「在留管理インテリジェンス・センター」（仮称）を設け、雇用や婚姻などの情報を一

元管理させることで、不法就労を防ぐとしています。法務省は、新設する在留管理インテリジェンス・セン

ターが外国人労働者の離職や転職などの状況を把握しやすいよう、雇用保険を所管する厚生労働省との情報

共有を進める方針です。日本人と結婚した外国人が離婚した場合などに自治体と提携して情報を得るための

法整備を進めます。 

また、外国人留学生の勤務先や勤務時間の管理を強化し、法定時間（１週間あたり 28 時間以内）を超え

れば、在留許可を取り消す方針です。 



◆受講者本人に選択肢を与えているところも 

受講研修の選択方法としては（複数回答可）、「会社

（人事部等）が指定」（61.8%）、「受講者の上司が指

定」（44.4％）と会社や上司が決めた研修を受講させ

ている企業が多い一方で、「一定の選択肢の中から受

講者本人が選択」（31.3％）、「受講者本人が自由に選

択」（29.0％）とする企業も約半数となっており、受

講者本人に何らかの形で受講研修の選択権を与えて

いる企業も少なくないことがわかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆どんな研修を誰に実施するか 

今後研修を実施する予定の階層としては、「中堅社員」

（67.2％）、「若手社員」（66.4％）、「新入社員」（60.5％）

が上位となっており、分野については、「指導・育成」

（58.5％）が最も多く、「ビジネススキル」（51.0％）、「コ

ミュニケーションスキル」（44.3％）が続きます。新入社

員への研修はよく実施されているところですが、若手・中

堅社員など教える立場の社員の指導力を向上させるよう

な研修も多く実施されていることがわかります。 

 

従業員研修の実施状況に関するアンケート結果より 

◆流通業では従業員の６割超が遭遇  

流通業などの労働組合でつくるＵＡゼン

センの５万人を対象にした調査で、業務中

に客からの迷惑行為に遭遇したと答えた人

が、全体で６割超という結果が出ています。

特に多かったのが「百貨店」84.5％、「家電

関連」82.9％で、購入判断が慎重になりや

すい高額商品や詳細な商品説明を求められ

る商品を扱うため、接客時間が長くなり苦

情が発生しやすくなると見られています。 

◆会社はどうすればよいか？ 

悪質クレーム対策に詳しい深

澤直之弁護士は、典型的な行為を

具体的に示して「クレーマーを会

社で認定する」、それでも遭遇し

たら「態度を急変させて、毅然と

して対応する」、を対応策として

示します。これだけでおよそ７割

の人がクレーム行為をやめるそ

うです。 

◆電話の通話内容録音も効果的 

同弁護士は、「しかるべき機関に相談します」「録音します」と伝えるのも

有効とします。 

通信各社では自動的に電話の通話内容を録音し、会社のサーバにデータを

送信するサービスを提供しています。固定電話だけでなく、携帯電話向けサ

ービスもあります。 

利用料金は各社で異なりますが、録音装置の設置不要、特別な操作なしに

通話開始直後に録音を知らせる音声ガイダンスが流れて通話内容を自動的に

録音し、通話終了後データが送信されるのが一般的です。 

クレーム対応だけでなく、サービス向上や研修に活かすなどの利用方法も

あるとして、導入する会社が増えています。 

◆業務の支障にもなる迷惑行為 

迷惑行為には暴力や不当な要求、悪質なクレームなどがあり

ますが、従業員が謝り続けてやり過ごすケースが大半といわれ

ます。 

何時間も謝り続けるなど対応に時間を取られ、他の客への販

売チャンスを逃がすなど業務に支障をきたすケースもありま

すが、これと言った予防策がないのが現状です。 

遭遇した従業員には精神疾患になった人もいて、厚生労働省

の有識者検討会が３月にまとめた報告書では、客や取引先の迷

惑行為について実態調査や対策に向けた議論を進める必要性

が盛り込まれました。 

◆人手不足時代への対応として 

人手不足などへの対応として人材育成に力を入れる企業は増えています。既存の社員のスキルアップ、モチベー

ションアップはもとより、はじめから経験・技術のある人材を採ることが難しい中小企業にとって、企業内で社員

を育て上げるという視点からも、今後は社内研修・社外研修の必要性はますます高まってくることでしょう。 

「客からの迷惑行為」対応で会社にできることは？ 

◆従業員研修を実施する企業が増加 

東京商工会議所が研修講座の利用企業 1,000 社を対象に行った調査結果（有効回答 260 社、26.0％）による

と、2017 年度研修費用の前年度比について、約４割の企業が「増加」と回答したそうです。2018 年度研修予算

の前年度比についても、「変わらない」（50.0％）、「増加」（28.9％）との回答が続き、「減少」と答えた企業は 5.1％

とわずかでした。2018年度も引き続き、社内、社外研修を実施する企業が増えることが見込まれています。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハローワークを通じた障害者の就職件数が増加 

◆就職件数が９年連続で増加 
厚生労働省の調査によると、平成 29年度のハローワークを通じた障害者の就職件数は９万 7,814 件で、

対前年度比 4.9％の増となったとのことです。 

今年４月の改正障害者雇用促進法の完全施行をにらみ、大企業などを中心に早くから障害者雇用が活発にな

っており、人材紹介会社や就労移行新事業所などへの問合せも多くなっているようです。調査結果の内容を見

てみましょう。 

調査結果にみる中小企業の人手不足等への対応 

◆人手不足が深刻な業種 
業種別に見ると、「宿泊・飲食業」の 79.1％の企業

が「不足している」と回答し、次に「運輸業」

（78.2％）、「建設業」（75.6％）が続きました。特

に飲食業は、「求人募集を出しても人が集まらない」

「採用してもすぐに辞めてしまう」など問題が深刻

化しています。また、人手が不足しているが人員を

充足できない理由について、採用の面では「立地す

る地域に求めている人材がいない」という回答が多

く、これは人口減少や大都市圏への流出などによる

ものと考えられます。 

◆人手不足の中小企業が４年連続増加 
日本商工会議所は、全国の中小企業 4,108 社を対象に

実施した「人手不足等への対応に関する調査」の結果を発

表しました。それによると、回答した 2,613 社のうち、

1,731 社（65.1％）が「人手が不足している」と回答し

ており、４年連続で割合が上昇していることから、中小企

業の人手不足が悪化していることが浮き彫りとなりまし

た。 

◆人材確保のために取り組んでいることは？ 
同調査での多様な働き方に関する取組みついての設問

では、約５割の企業が「長時間労働の削減」「再雇用制度」

を、約３割の企業が「年休取得の促進」「子育て・介護休

暇制度」を実施していることがわかりました。それによっ

て得られた効果として、「高齢者の活躍促進」「人材の確保

（退職者の減少）、定着」「従業員のモチベーション向上」

などが挙げられています。 

また、外国人材の受入れについては、「受入れのニーズ

がある」「雇用するか検討中」と回答した企業は合わせて

1,145 社（427％）だったことから、外国人の雇用に関

する関心が高いことがうかがわれます。しかし、コミュニ

ケーションのとりづらさや文化の違い、雇用する際の手続

きの煩雑さなどに課題があるようです。 

◆産業別就職件数 
産業別の就職件数では、｢医療,福祉｣（３万 5,566 件、

構成比 36.4％)、｢製造業」（１万 3,595件、同 13.9％)、

「卸売業,小売業｣（１万 2,412 件、同 12.7％)、「サービ

ス業」（１万 288 件、同 10.5％）などとなっています。

障害種別に若干の違いはありますが、傾向としては同じと

なっているようです。 

◆ミスマッチを防ぐには 
障害者の雇用については、職場環境の整備と障害のある

方への適切な対応が必要です。障害者雇用率を達成するた

めとか、人手不足だからといった消極的な理由だけでは、

雇用のミスマッチが生まれ、社内にも混乱を生むだけです。

障害者を雇用する場合のほか、既存の社員が障害者となる

場合もあるでしょう。労務管理関してはある程度の障害に

対する知識のほか、コミュニケーションが何より重要とな

ります。障害者の雇用を考える場合は、主治医や産業医、

社会保険労務士等の専門家相談しながら進めましょう。 

◆「人手不足対応アドバイザー」を全国に配置 
中小企業庁は、昨年「中小企業・小規模事業者人

手不足対応ガイドライン」を取りまとめ、５月には

地域の相談に応じる相談員「人手不足対応アドバイ

ザー」を全国のよろず支援拠点に配置しました。各

拠点の相談員は、労務管理、業務見直し等による生

産性向上、職場環境の改善などの相談に応じ、対応

が困難な内容についてはテレビ電話システムや出

張を通じて対応するとしています。 

人手不足は、業種や地域によって問題が様々です

ので、専門家に相談することによって具体的な解決

策が得られるかもしれません。 

◆精神障害、その他の障害で大幅な伸び 
障害者全体での新規求職申込件数は20万

2,143 件（対前年度比 5.4％増）となり、就

職件数は 9 万 7,814 件（同 4.9％増）でし

た。このうち、精神障害者の新規求職申込件

数は９万 3,701 件で、就職件数は４万

5,064 件（同 8.9％増）、発達障害等を含む

「その他の障害者」は 1 万 2,167 件で就職

件数 5,007 件（同 4.9％増）と大幅に増加

しています。この理由としては、平成 30 年

４月１日から、障害者雇用義務の対象として

精神障害者が加わったことが大きいでしょ

う。なお、「その他の障害者」とは、身体障

害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳等を

保有しない人であって、発達障害、高次脳機

能障害、難治性疾患等により、長期にわたり、

職業生活に相当の制限を受け、または職業生

活を営むことが著しく困難な人を指します。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

   

 

 

 

   

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

10 日 

○健保・厚年の報酬月額算定基礎届の提出期限［年金事務所または健保組合］＜７月１日現在＞ 

○源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付［郵便局または銀行］ 

○特例による源泉徴収税額の納付＜１月～６月分＞［郵便局または銀行］ 

○雇用保険被保険者資格取得届の提出［公共職業安定所］＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

○労働保険一括有期事業開始届の提出［労働基準監督署］＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞ 

○労働保険の今年度の概算保険料の申告と昨年度分の確定保険料の申告書の提出期限＜年度更新＞［労働基準監督署］ 

○労働保険料の納付＜延納第１期分＞［郵便局または銀行］ 

17 日 

○所得税予定納税額の減額承認申請＜６月 30 日の現況＞の提出［税務署］ 

○障害者・高齢者雇用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

31 日 

○所得税予定納税額の納付＜第１期分＞［郵便局または銀行］ 

○労働者死傷病報告の提出［労働基準監督署］＜休業４日未満、４月～６月分＞ 

○健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○健康保険印紙受払等報告書の提出［年金事務所］  

○労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出［公共職業安定所］ 

○外国人雇用状況の届出（雇用保険の被保険者でない場合）＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

○固定資産税・都市計画税の納付＜第 2 期＞［郵便局または銀行］ 

※都・市町村によっては異なる月の場合がある。 


